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第 1 条(利⽤規定) 

1. ネットコムＢＢホスティングサービス利⽤規定(以下｢本利⽤規定｣)は、株式会社ネットコムＢＢ

(以下｢当社｣)が提供するホスティングサービス(以下｢本サービス｣)を第２条所定の契約者(以下

｢契約者｣)が利⽤する際の全てに適⽤されます。 

2. 本サービスの種類及びその名称、利⽤条件は別表に定めるとおりとします。 

3. 当社のウェブページ等にて当社が公開する、又は個別に通知、提供等する本サービスの機能説明、

利⽤⽅法に関する説明、注意事項及び制限事項等は、本利⽤規定の⼀部を構成するものとし、 

本サービスの利⽤に適⽤されます。 

 

第 2 条(契約者) 

1. 契約者とは、当社に本サービスの利⽤を申し込み、当社がこれを承認した個⼈・団体をいいます。 

2. 契約者は本サービスを本利⽤規定の各条項及び別表記載の条件に従い⾃ら利⽤し、又は⾃己の従

業員及び労働者派遣契約に基づき⾃己の業務に従事する者その他契約者の指定する者(以下併せて

｢利⽤者｣)に利⽤させることができるものとします。 

3. 契約者は利⽤者に本利⽤規定を遵守させるものとします。 

4. 契約者は本サービスの利⽤に関わる費⽤の⼀切を負担します。 

5. 契約者は本サービスの利⽤申し込みの時点で本利⽤規定の内容を承諾しているものとみなします。 

 

第 3 条(本利⽤規定の変更) 

1. 当社は、契約者への承諾を得ることなく、本利⽤規定を変更することができるものとします。 

2. 前項での変更については、当社がウェブページへの掲載、電⼦メール等で契約者宛に連絡した

時点をもって、契約者は異議なく了承したものとみなします。 

 

第 4 条(サービスの内容) 

1. 当社は、契約者に対し、以下のサービスを提供します。 

(1)  ホスティングサービス 

(2)  ドメイン運⽤サービス 

(3)  証明書運⽤サービス 

 

第 5 条(申し込み) 

1. 契約者による本サービスの利⽤申し込みは、当社所定の利⽤申込書（以下「利⽤申込書」）に、

本サービスの内容を特定するために必要な事項を記載のうえ、当社に提出することにより⾏うも

のとします。 

2. 前項の申し込みに対し、当社が審査を⾏い、承諾した場合には、当社が通知する利⽤開始⽇をも

って、本利⽤規定の適⽤が開始されるものとします。 
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第 6 条(契約期間) 

1. 原則として、本サービスの利⽤開始⽇から 1 年間の契約とします。 

2. 契約期間は、当社所定の書面により通知するものとします。 

 

第 7 条(更新) 

1. 当社は、第 6 条定める契約期間満了⽇のおよそ 2 ヶ月前を目処に、当社が定める⽅法で、契約者

に対し更新⼿続きを通知するものとします。契約者は、当該更新の案内に従い、同⼀の内容での

更新、条件を変更しての更新、又は解約のいずれかの選択を⾏うものとします。 

2. 契約者は、前項の結果を契約期間満了⽇のおよそ 1 ヶ月前までに所定の書類とともに当社へ届け出

るものとします。 

3. 更新又は解約の連絡が無い場合、契約者が同⼀の内容での更新を選択したものとみなします。 

 

第 8 条(支払い) 

1. 契約者は、本サービスの利⽤に関し、別表に定める費⽤を当社へ支払うものとします。 

2. 第 21 条(契約者の責任)の規定により本サービスの提供が停止された場合における停止期間は、

本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 

3. 原則として以下の場合、返⾦は⾏わないものとします。 

(1)  利⽤期間開始後に契約者都合により解約された場合、利⽤⽇数に応じた⽇割り計算及び

月割り計算での返⾦も⾏いません。 

(2)  利⽤開始⽇を過ぎて解約の申込があった場合 

 

第 9 条(申し込みを承認しない場合）  

次の各号に該当する場合は、当社は利⽤の申し込み、及び諸変更の届出を承認しないことがあります。 

(1)  申込者が虚偽の事実を申告した場合。 

(2)  申込者が利⽤契約上の義務を怠る恐れがあると当社が判断した場合。 

(3)  申込者が未成年者等に該当し、申込に際して法定代理⼈等の同意等を得ていない場合。 

(4)  当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を⾏う恐れがあると当社が判断

した場合。 

(5)  申込者が⽇本国内に本サービス利⽤の拠点を持たない場合。 

(6)  申込者が暴⼒団、反政府組織、その他社会通念上反社会的組織であるかその構成員、 

  及び関係者である場合。 

(7)  第 23 条のいずれかの事由に該当する恐れがある場合。 

(8)  申込者が過去に第 23 条に該当することで当社からの解約・除名等の処分を受けたことが 

ある場合。 

(9)  当社の業務の遂⾏上又は技術上支障がある場合。 

(10)  その他、当社が本サービスの契約者として不適当であると合理的に判断した場合。 
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第 10 条(諸変更の届出) 

1. 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所、電話番号、電⼦メールアドレス、その他当社への届

出内容に変更があった場合には、当社の指定する⽅法によって速やかに変更の届出を⾏うものと

します。 

2. 万が⼀、前項届出がなかったことに起因して契約者が不利益を被った場合においても、当社は⼀

切その責任を負わないものとします。 

 

第 11 条(本サービスの種類の変更) 

1. 契約者が、本サービスの種類の変更を⾏いたい場合、あらかじめ当社所定の書面をもって、当社

に届け出るものとします。 

2. 当社は、前項の届出を承認した場合は、本サービスの種類の変更⽇を通知します。 

3. 第 9 条及び第 23 条に該当する場合は、当社は本サービスの種類の変更の届出を承認しないことが

あります。 

 

第 12 条(契約者による第三者に対するサービスの提供) 

契約者が本サービスを⽤いて、第三者に独⾃のサービス（EC サービスやコンテンツ提供サービス

など）を⾏う場合は、当社が別途定める⽅法により、当社の承諾を得るものとします。この場合、

契約者は当該第三者に本利⽤規定を遵守させるものとします。 

 

第 13 条(法⼈の契約者の地位の承継) 

1. 契約者である法⼈が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法

⼈もしくは合併により設⽴された法⼈等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の⽇から

30 ⽇以内にその旨を当社に通知するものとします。 

2. 第 9 条の規定は、前項の場合に準⽤します。 

3. 前２項の場合において、地位を承継した者が２名以上あるときは、そのうちの１名を当社に対する

代表者と定め、併せて書面によりその旨を当社に通知するものとします。これを変更したときも同

様とします。 

4. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち１名を代表者とみな

します。 

 

第 14 条(個⼈の契約者の地位の承継) 

1. 契約者である個⼈が死亡した場合には、当該個⼈に係る本サービスは終了します。ただし、相続

開始の⽇を含め 14 ⽇以内に当社に申し出ることにより、相続⼈（相続⼈が複数あるときは、遺

産分割協議により契約者の地位を承継した者で 1 名に限る）は引き続き当該契約による本サービ

スの提供を受けることができます。この場合、相続⼈は死亡した契約者の当該契約上の地位を承

継するものとします。 
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2. 第 9 条の規定は、前項の場合に準⽤します。 

 

第 15 条(アカウント及びパスワード) 

1. 契約者は、当社が任意に登録した管理者⽤の番号、あるいは⽂字列（以下「アカウント」）及

び、これに対応するパスワードの使⽤、管理について、全ての責任を持つものとします。また、

アカウント等を漏洩、紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

2. 契約者のアカウントと対応するパスワードによりなされたサービスの利⽤は、該当する契約者

によりなされたものとみなされることに同意します。該当する契約者は利⽤料その他全ての債

務を負担するものとします。 

3. 当社は、契約者のアカウント及びこれに対応するパスワードが漏洩、他の第三者に使⽤(以下

「不正使⽤」)されたことによって該当する契約者が被る損害については、契約者の故意、過失

の有無に関わらず、⼀切の責任を負いません。 

 

第 16 条(データの内容についての責任・権利) 

1. データの内容については、基本的に契約者の著作物とし、内容についての責任は契約者にあるもの

とします。 

2. 契約者意志の如何に関わらず、契約者のデータ内容により当社が損害を被った場合、損害賠償

を請求する場合があります。 

 

第 17 条(データの保全) 

1. 契約者は、本サービスが本質的にデータの喪失、改変、破壊等の危険性のあるインターネット

通信網を介したサービスであることを理解したうえで、サーバ上において作成・記録等するフ

ァイル、データ、プログラム等の全てを、⾃らの責任で利⽤・管理し、バックアップするもの

とします。 

2. 当社は、何らかの事由によりデータ等が喪失等した場合において、これを復元するサービスを提

供致しません。 

3. 当社は、何らかの事由によりデータ等が喪失した場合において、これによって契約者に生じた

損害について⼀切の責任を負いません。 

4. 前項について、当社の過失による場合はこの限りではありません。 

 

第 18 条(データの復旧) 

機器の障害等によりデータが喪失した場合、本サービスの復旧作業は当社にて⾏いますが、デー

タを復旧するためのデータは契約者に提供していただきます。 

 

第 19 条(サーバ移⾏) 

1. 当社は、サービスの提供に必要な場合、契約者のデータを他のサーバへ移⾏する事があります。 
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2. 契約者は、サーバ移⾏に同意するものとします。 

3. サーバ移⾏に伴うデータの損失やサービスの⼀時停止について、当社は⼀切の責任を負いません。 

 

第 20 条(ソフトウェアのサポート終了に伴うサービス改定) 

1. 当社は、サーバ OS をはじめとしたサービス提供時に構成する全てのソフトウェアについて開発元の

サポート終了又は提供するシステム環境の変更等に伴い、サービス内容を改定することがあります。 

2. サービス改定に伴い、契約者のデータや設定が影響を受ける場合がありますが、当社はその責任を

負いません。 

3. サービス改定の際には、契約者に対し、改定の 3 ヶ月前までに通知を⾏います。 

 

第 21 条(契約者の責任) 

1. 契約者は本サービス⽤の設備として当社が設置しているサーバに収録、蓄積されるデータに関

する全責任を負うものとし、第三者との間に著作権等その他の事項に関して紛争が生じた場

合、契約者は⾃己の責任と負担で解決するものとします。 

2. 契約者は、本サービスを利⽤して次の⾏為を⾏わないものとします。 

(1)  他者(国内外を問わず。以下同様)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する⾏為、又は侵

害する恐れのある⾏為。 

(2)  他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する⾏為、又は侵害する恐れのある⾏為。 

(3)  他者を差別又は誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為。 

(4)  詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある⾏為。 

(5)  わいせつ又は幼児虐待に当たる画像、⽂章等を送信・表⽰する⾏為。 

(6)  無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれに勧誘する⾏為。 

(7)  本サービスを違法、又は公序良俗に反する態様において利⽤する⾏為。 

(8)  第 12 条に反し、許可なく第三者にサービスを利⽤させる⾏為。 

(9)  他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。 

(10)  有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する⾏為。 

(11)  公職選挙法に違反する⾏為。 

(12)  受信者に無断でスパムメールのような迷惑メールを送信する⾏為。 

(13)  サーバ又は他者の設備等の利⽤又は運営に支障を与える、又は与える恐れのある⾏為。 

(14)  その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴⼒、残虐等)し、又は他者に不利益を与える⾏為。 

(15)  本サービスの提供に必要な範囲を超えて、過度なリソース（CPU、メモリ、ストレージ、ネ

ットワーク帯域等）を使⽤し、他の契約者のサービス利⽤に支障を及ぼす⾏為又はその恐れ

のある⾏為。 

3. 契約者又は利⽤者による本サービスの利⽤に起因し、当社に対してクレーム、請求がなされ、又

は訴訟が提起された場合は、契約者は⾃己の責任と費⽤で当該クレーム、請求又は訴訟を解決す

るものとします。なお、当該クレーム、請求又は訴訟に起因して当社が損害を被った場合は、契
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約者は確定した損害、費⽤(弁護士費⽤を含む)に相当する⾦額を、当社に支払うものとします。 

4. 契約者は、前項の場合の他、契約者が本サービスの利⽤に関連して当社又は第三者に損害を及

ぼした場合は、当該損害を賠償するものとします。 

5. 契約者が本条に違反し、当社がサービスの利⽤を取り消した場合、支払い済み料⾦等の返還は⼀

切⾏いません。 

6. 契約者が他の契約者のサービスの利⽤に多⼤な影響を与えるプログラム等を使⽤した場合、そ

のプログラムの使⽤を中止させる場合があります。該当する契約者は、直ちにそのプログラム

等の使⽤を中止、削除するものとします。 

 

第 22 条(契約者からの解約) 

1. 契約者からの契約の解約は、当社に対し解除の⽇の 1 ヶ月前までにその旨を通知するものとしま

す。この場合において、通知があった⽇から当該通知において解約の⽇とされた⽇までの期間が

1 ヶ月未満であるときは、更に１年間の契約を更新するものとします。 

2. 更新を希望せず、１年未満でのサービスの解約などを希望する場合に別途⼿数料を請求する場合

があります。 

 

第 23 条(当社からの解約） 

1. 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は本サービスを停止し、利⽤契約を解約す

ることができます。また、契約者は、該当した時点で当社に対して本利⽤規定に基づき負担する

⼀切の債務について期限の利益を喪失するものとします。 

（1） アカウントを不正に利⽤した場合。 

（2） 本サービスの運⽤を妨害した場合。 

（3） 仮差押、差押もしくは競売の申請、破産、和議、会社整理、会社更正、もしくは⺠事再

生の申し⽴て、特別清算の開始申し⽴て等があったとき、又は清算に入った場合。 

（4） 租税公課を滞納して保全差押を受けた場合。 

（5） 支払いを停止した場合。 

（6） 契約者が、制限⾏為能⼒者であった場合、又は制限⾏為能⼒者となった場合で、法定代

理⼈等による記名押印がなされた同意書又は追認書の提出がない場合。 

（7） 契約者が、暴⼒団、反政府組織、その他社会通念上反社会的組織であるかその構成員、

及び関係者であると判明した場合。 

（8） ⻑時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に⾏い、又は義務や理由のないことを

強要し、当社の業務に著しい支障をきたした場合。 

（9） 利⽤料⾦その他の債務の履⾏を遅滞し、又は支払いを拒否した場合。 

（10） 契約者の登録情報変更に伴い、その届出事項の変更を怠ったことにより、郵送等による

連絡が不可能となった場合。 

（11） 契約者が、第 21 条第 2 項の禁止⾏為に該当する、又は当社が別途定める規定等及び法令
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等に違反した場合。 

（12） ⼿形交換所の取引停止処分の原因となる不渡りを１回でも出した場合。 

（13） 資産、信⽤、又は営業の譲渡、合併等事業に重⼤な変化が生じ、本契約に基づく債務の

履⾏が困難になる恐れがあると相⼿⽅において判断した場合。 

（14） 本サービスを違法、又は公序良俗に反する態様において利⽤した場合。 

（15） 本利⽤規定の全部又は⼀部に違反した場合(利⽤者が違反したときも含む)。 

（16） 契約者が過去に当社より強制解約・除名等の処分を受けたことがある事実が判明した場合。 

（17） その他、当社が本サービスの契約者として不適当であると合理的に判断した場合。 

2. 契約者が前項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合、利⽤契約の解除の有無に関わ

らず当社は契約者に対し被った損害を請求できるものとします。 

3. 契約者が利⽤料⾦の支払いを怠った場合、当社は契約者に対し、支払いの催促を⾏います。 

(1)  催促後、契約者が指定された期間内に支払いを⾏わない場合、当社は契約者に事前に通

知することなく、本契約を解除することができます。 

(2)  契約解除に伴い、契約者は未払いの利⽤料⾦及び遅延損害⾦を直ちに支払うものとします。 

(3)  契約解除後、当社は契約者のデータを削除する権利を有しますが、契約者に対してその

責任を負いません。 

(4)  契約解除により生じた損害について、当社は⼀切の責任を負いません。 

 

第 24 条(延滞利息) 

契約者が、料⾦その他の債務(延滞利息は除く)について支払期⽇を経過してもなお支払いがない場

合、該当契約者は、支払い期⽇の翌⽇から支払⽇までの⽇数について年 14.5％の割合で計算して得た

額を、延滞利息として当社が指定する期⽇までに、当社が指定する⽅法により支払うものとします。た

だし、支払い期⽇の翌⽇から起算して 10 ⽇以内の支払いがあった場合は、この限りではありません。 

 

第 25 条(消費税) 

1. 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第

108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものと定め

られている場合は、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併

せて支払うものとします。 

2. 前項の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

 

第 26 条(著作権の保護） 

1. 契約者は、当社が承諾した場合（当該データに係る当社以外の著作権者が存在する場合に

は、契約者を通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます）を除き、本サービスを利

⽤して入⼿した当社又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、⽂章、発

⾔、ソフトウェア、画像、⾳声等も、著作権法で認められた私的使⽤の範囲内でのみ利⽤す
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るものとし、私的使⽤の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利⽤しな

いものとします。 

2. 契約者は、データ等（コンピュータ・プログラム）に対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを

⾏わないものとします。また、著作権侵害防止のための技術的保護⼿段の施されたデータ等

に対し、当該⼿段の回避を⾏わないものとします。 

3. 契約者は、本条に違反する⾏為を第三者にさせないものとします。 

 

第 27 条(秘密保持及び個⼈情報の取扱い) 

1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱った通信の秘密を電気通信事業法第 4 条(秘密の保

護）に基づき保護し、本サービスの提供により知った契約者及び利⽤者に関する情報(営業上

又は技術上の秘密、その他契約者に関わる情報を含みます)を、本利⽤規定に明⽰する場合を

除き、他に開⽰、漏洩せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて使⽤しないもの

とします。 

2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分など、法律に基づく⼿続

きや官公庁の命令によって開⽰が必要となった場合には、前項の守秘義務を負わないものとし

ます。 

3. 当社は、本サービスについての契約者への連絡、通知、情報提供、ならびに第４項及び第５

項の目的において、契約者の氏名、メールアドレスその他個⼈を識別可能な情報(以下｢個⼈

情報｣)を取得するものとし、当該目的以外のいかなる目的のためにも個⼈情報を利⽤しない

ものとします。 

4. 当社は、ネットワーク・サービス事業を目的として個⼈情報を取得するものとします。 

5. 契約者は、当社がドメイン名取得申請及びドメイン名管理を目的として個⼈情報を取得し、

当社が個⼈情報をドメイン名取得及び管理に関わる組織(以下｢関連組織｣)に提供すること、ま

た関連組織が別途定める利⽤目的及び利⽤⽅法にて個⼈情報を利⽤することを承諾します。 

6. 契約者は、利⽤者に対し、当社が前項及び本項に基づき、個⼈情報の収集を⾏い、関連組織に

提供することを周知し、利⽤者から当該収集及び提供に係わる同意を取得するものとします。 

7. 契約者は、本サービスの提供により知り得た当社の業務上又は技術上の秘密情報を当社の書

面による承諾なしに利⽤者その他第三者に開⽰、漏洩しないものとし、本サービスを利⽤す

るために必要な範囲を超えて使⽤しないものとします。 

8. 当社は、契約者が本契約に基づく義務に違反しその他本サービスの提供を妨害する⾏為をな

した場合、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、本サービスのため

に契約者に関する情報を使⽤又は提供することができます。 

 

第 28 条(利⽤状況の調査・監視等) 

当社は、事前又は事後に契約者に連絡することなく、契約者に利⽤しているサーバに⾃らアクセ

スし、サービスの利⽤状況等に関する各種の調査・監視等を⾏うことがあります。 
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第 29 条(通信利⽤の制限) 

1. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の⼀部

又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項

を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置

を取ることがあります。 

2. 本サービスを利⽤中の契約者により、当社の電気通信設備に過⼤な負荷を生じる⾏為が⾏わ

れた場合には、利⽤を制限することがあります。 

 

第 30 条(本サービスの廃止) 

1. 当社は都合により本サービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止することがあります。 

2. 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する３ヶ月前までに

書面その他の⽅法により、その旨を通知します。 

 

第 31 条(本サービスの利⽤の中断) 

1. 当社は以下のいずれかが起こった場合は、契約者に事前又は事後に通知することなく、⼀時的

に本サービスを中断することがあります。 

(1)  本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に⾏う場合。 

(2)  火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

(3)  地震、噴火、洪⽔、津波、台風、⻯巻、落雷等の天災により本サービスの提供ができな

くなった場合。 

(4)  戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

(5)  契約者と利⽤者又は第三者との間で紛争が生じた場合。 

(6)  当社に対し、第 21 条第 3 項の請求又は訴訟の提起がなされた場合。 

(7)  当社に対し、契約者に関わるクレーム、請求がなされ当社の業務に支障をきたすと当社が

判断した場合。 

(8)  当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない事由が生じた場合。 

(9)  当社の電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合。 

(10)  法令による規制、裁判所による命令等が適⽤された場合。 

(11)  その他運⽤上あるいは技術上、当社が本サービスの⼀時的な中断が必要と判断した場合。 

2. 契約者が著しい損害を受ける可能性を当社が認識した場合、契約者に通告等せず、本サービス

の緊急停止を⾏う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承諾するもの

とします。 

3. 契約者は、前２項に定める緊急停止により契約者保有のデータが喪失、破壊される危険性があ

ることを理解し、当社に対して当該喪失、破壊に基づく損害賠償等の⼀切を請求しないものと

します。ただし、当社の過失による場合はこの限りではありません。 
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4. 当社は、契約者からのサービスの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受け付けません。 

5. サービスの緊急停止を⾏わなかったことによって契約者が損害を被った場合であっても、当社

は⼀切の責任を負いません。 

 

第 32 条(免責) 

1. 当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得るデータ等について、その完

全性、正確性、確実性、有⽤性等いかなる保証も⾏いません。 

2. 本サービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登

録、提供されるデータ等の流失もしくは消失等その他、本サービスの利⽤に関連して契約者に

損害が発生した場合は、第 6 条第 2 項により通知する契約期間中の本サービス利⽤料合計額

を上限として賠償責任を負うものとします。 

3. 当社は、本サービスの利⽤に供する装置、ソフトウェア又は通信網の動作不良、又は不具合に

より、契約者に損害が生じたときであってもその⼀切の責任を負わないものとします。 

4. 当社は契約者のデータが喪失したことによる損害、もしくは契約者が本サービスに起因して生

じた損害に対しては、⼀切の責任を負わないものとします。 

5. 第 31 条の規定により本サービスを提供できないときは、当社は⼀切の責任を負わないものと

します。 

 

第 33 条(利⽤不能の場合による利⽤料⾦の算出) 

当社が、不意に当社の責に帰すべき理由により契約者に対し本サービスの提供をしなかったため

契約者に損害を与えたときは、その事実を知った時刻から起算して 4 ⽇又は合計 10 ⽇以上に渡り

サービスが全く利⽤できなかった場合に限り、その月における基本料は請求しないこととします。 

 

第 34 条(協議) 

本利⽤規定に定めのない事項について紛議等が生じた場合、契約者と当社は誠意を持って協議し、

出来る限り円満に解決するものとします。 

 

第 35 条(合意管轄裁判所) 

当社との間で訴訟の必要が生じた場合、佐賀地⽅裁判所を管轄裁判所とします。 

付則 

この利⽤規定は 2005 年 4 月１⽇に制定されました。 

この利⽤規定は 2008 年 6 月 16 ⽇に改定されました。 

この利⽤規定は 2017 年 4 月１⽇に改定されました。 

この利⽤規定は 2025 年 9 月 16 ⽇に改定されました。 

この利⽤規定は 2026 年 1 月 7 ⽇に改定されました。 


